
 

 

 

（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現状 

富里市は、千葉県北部の下総台地の中央に位置し、東西約１０km、南北約１１km、

面積は５３．８８㎢を有する。東京都心からは、東に５０～６０km 圏、成田国際空港

からは西に４㎞のところに位置しており、北は成田市、西は酒々井町、南は八街市、

山武市、東は芝山町に接している。 江戸時代から明治初期にかけては、広大な山林原

野が広がり、山栗の産出や製炭業、稲作が主な産業であった。市の中央部や東部に広

がる原野は「佐倉七牧」に数えられる「内野牧」（七栄）、「高野牧」（十倉）と呼ばれ、

馬の放牧が行われていた。 江戸時代は佐倉藩領であったが、明治４年の廃藩置県後は

佐倉県、印旛県と所管が変わったが、明治１７年には「連合戸長役場制」が実施され、

七栄村他１２か村が連合し、明治２２年の町村制の施行によりこの１３の村が集まり

「十三の里（村）」から富里村が誕生した。明治に入り、国策による開墾や明治２１年

の宮内省下総御料牧場の建設等により、農村地域として発展した。また、戦後には、

戦災者、復員軍人、外地引上げ者等による開拓も進められた。その後、昭和４１年の

成田国際空港建設決定や昭和４６年の東関東自動車道の富里インターチェンジの開

通、そして昭和５３年の成田国際空港の開港により著しい都市化が進展した。このよ

うな状況の中、昭和５８年には人口は３万人を超え、昭和６０年４月１日 に町制を施

行、さらに人口５万人を突破したことにより平成１４年４月１日に市制が施行された。 

 

１ 地域の災害リスク 

（１）風水害 

  河川氾濫の対象河川は、市内の根木名付近に源を発し成田市との境界に沿って北へ 

流れ成田市から利根川へと合流する一級河川の根木名川である。根木名川は、流域面

積８６．８㎢、支流を含む指定延長は３０．４km となっている。根木名川は、知事に

より水位情報周知河川に指定されており、浸水想定区域図（河川堤防が決壊した場合

の浸水範囲及び浸水深が示されている。）が発表されている。 

  内水氾濫（雨水出水）は、低地だけでなく比較的台地上の宅地や道路でも発生して

おり、発生頻度の違いはあるが市内の各小学校区全てにおいて発生している。 

  床上浸水、床下浸水、道路冠水の被害の種別にみると、富里南小学校区において、

床上浸水、床下浸水が最も発生しており、富里小学校区において、道路冠水が最も発

生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

■内水氾濫（雨水出水）の発生場所 

 

 
【出典】「富里市防災アセスメント調査」（平成３０年３月） 

 

（２）地震 

  市は、東日本大震災の教訓である「想定外を許さない。」考えのもと、最新の科学的

知見及び自然・社会条件を用いて「富里市防災アセスメント調査」（平成３０年３月）

を実施し、地震被害や土砂災害・浸水被害についてより具体的な見直しを行った。 

  調査の結果得られた地震被害想定結果は下記のとおりである。 

  前回の「富里市防災アセスメント調査」（平成２２年３月）では、市に最も大きな影

響を及ぼし、かつ切迫性が高い地震として東京湾北部地震を想定し、災害対策の前提

としたが、最新（平成３０年３月）の「富里市防災アセスメント調査」では、市への

影響が大きく、かつ最新の知見から発生の可能性が高い地震として、５つの想定地震

を設定し、被害想定を行っている。 

 ■５つの想定地震 
想定地震 規模 震源深さ 出典 

Ａ 富里市直下地震 Ｍｗ６．８ ５Ｋｍ 内閣府首都直下型地震モデル検討会（平

成２５年１２月）を参考に独自に設定 

Ｂ 富里市直下地震 Ｍｗ７．３ １５Ｋｍ 内閣府首都直下型地震モデル検討会（平

成２５年１２月）を参考に独自に設定 

Ｃ 成田空港直下地震 Ｍｗ７．３ １５Ｋｍ 内閣府首都直下型地震モデル検討会（平

成２５年１２月）を採用 

Ｄ 千葉県北西部直下地震 Ｍｗ７．３ １５Ｋｍ 千葉県地震被害想定調査（平成２６・２

７年度）を採用 

Ｅ 茨城県南部地震 Ｍｗ７．３ １５Ｋｍ 内閣府首都直下型地震モデル検討会（平

成２５年１２月）を採用 

 

  その結果、市に最も影響を及ぼすと考えられる地震は、富里市直下地震と想定され

たが、これは、東日本大震災の教訓を受け、現状で明確な根拠がなくとも想定しうる

限り最も大きな影響を及ぼす地震については、災害対策の想定地震として対象とすべ

きであるとの考えから想定したものである。 



 

 
 

 ■計画の前提とした想定地震とその概要 
想定地震 規模 震源深さ 資料 

富里市直下地震 Ｍｗ６．８ ５Ｋｍ 内閣府首都直下地震モデル検討委員会（平成

２５年１２月）を参考に独自に設定 

  富里市直下地震が発生した場合、ほぼ全市域で震度６弱の揺れが想定され、日吉台

小学校区の根木名川沿いの低地の一部では震度６強の揺れが想定される。これは、市

が東日本大震災で経験した震度５弱よりも３段階大きな揺れである。 

  前回調査による東京湾北部地震との比較では、ほぼ全項目にわたり富里市直下地震

の方が大きな被害になると想定している。 

  また地震によるライフライン被害の大きいものとして、「富里市防災アセスメント

調査」（平成３０年３月）によると、都市ガスの支障率１００％、上水道の断水率６４．

７％、ＬＰガス支障率２６％等が想定されている。 

  地震による液状化は、根木名川、高崎川沿いの低地で発生する可能性が高い。 

 

 ■富里市直下地震（Ｍｗ６．８）における震度分布 

 
【出典】「富里市防災アセスメント調査」（平成３０年３月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ■富里市直下地震（Ｍｗ６．８）における液状化危険度 

 
【出典】「富里市防災アセスメント調査」（平成３０年３月） 

 

（３）土砂災害 

  市の土砂災害のおそれがある区域・箇所として、市内の山斜面を中心に急傾斜地崩

壊危険箇所（法的な位置づけはない。）が多数存在しており、このうち、「土砂災害防

止法（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律）」（平成１

３年４月施行）に基づき土砂災害（特別）警戒区域として４区域が指定されている。

小学校区別にみると、急傾斜地崩壊危険箇所は、七栄小学校区と旧洗心小学校区を除

く小学校区に存在し、土砂災害（特別）警戒区域は富里第一小学校区に存在する。 

  富里市防災アセスメント調査（平成３０年３月）によれば、急傾斜地崩壊危険箇所

における要避難人口は２９１人（１２３世帯）、土砂災害（特別）警戒区域における要

避難人口は３６人（１５世帯）である。 

 

（４）感染症 

近年、新型コロナウイルスによる感染症が複数発生しており、特に新型コロナウイ

ルス感染症拡大による経済活動等への影響は甚大なものとなっている。また、新型コ

ロナウイルス感染症については国民の大部分が免疫を取得していない状況であり、全

国的かつ急速なまん延により、当市においても多くの市民の生命・健康に重大な影響

を与える恐れがある。 

  当会においては、緊急経営相談窓口の設置など、小規模事業者の事業継続に向けた

対応を行い迅速かつ適切な支援が必要である。 

 

 

 

 



 

 
 

 
【参考文献：富里市防災マップ】 

 

２ 商工業者の状況 

   ・商工業者数    １，１３８人  

   ・小規模事業者数  １，０３６人  

【内訳】 



 

 
 

業種 商工業者数 小規模事業者数 備考（事業所の立地状況等 

建設業 ２３５ ２２８ 市内に広く分散している 

製造業 ７０ ５７ 工業団地を中心に点在している 

卸売業 ３１ ２４ 市内に広く分散している 

小売業 ２５５ ２２４ 市内に広く分散している 

宿泊業・ 

飲食業 
１７７ １６２ 主に日吉台、七栄地区に集積している 

サービス業 ３０３ ２８４ 市内に広く分散している 

その他 ６７ ５７ 市内に広く分散している 

合計 １，１３８ １，０３６  

（出典：商工業者数は商工会独自調査名簿、小規模事業者数は平成２８年経済センサス） 

 

３ これまでの取組 

 （１）当市の取組 

・富里市地域防災計画の策定 

 本計画は、災害対策基本法第４２条及び富里市防災会議条例第２条の規定に基づ

き、富里市防災会議が作成する計画であって、市の地域に係る防災に関し、市、県、

防災関係機関、公共的団体が処理すべき事務又は業務の大綱を定めたものである。 

 当市では、富里市地域防災計画に基づき、災害予防、災害応急対策、災害復旧・

復興の各段階に応じて、必要となる災害対策を実施しているところである。 

 

・防災訓練の実施 

 当市では災害発生時の被害を最小限にとどめるため、防災業務に従事する職員の

防災実務の習熟と実務的能力のかん養に努めるとともに、、市、県、防災関係機関、

住民及び事業所等が災害に対応できる体制の確立を目指し、災害図上訓練（ＤＩＧ）

や指定避難所開設・運営訓練（ＨＵＧ）を取り入れ、住民参加型で地域に即した実

践的な訓練の実施・普及に努めている。 

 

・富里市防災マップを活用した防災への啓発活動 

当市では地震や近年の集中豪雨、土砂災害等について、危険な場所や指定避難所

及び指定緊急避難場所等を改めて市民の皆様に周知することにより、災害に対する

危険性を再認識していただくとともに、災害に対しての予防活動を一層推進するた

めに、富里市防災マップを作成し、市内世帯配布や市役所等公共機関で掲示を行な

い、防災への啓発に努めている。 

 

・防災備品の備蓄 

   当市では、「富里市備蓄計画」（平成３０年１２月）に基づく備蓄の対象人口９，

２０１人（地震発生から３日間の避難所避難者の総数）について、発災から３日間

は被災地外からの支援を受けられないことを想定し、家屋の倒壊等による避難者の

ための最低限必要な食料を、備蓄で対応できるよう公的備蓄に努めている。 

   また、事業所や住民に対し、レトルトのご飯、缶詰、ペットボトル等について３ 

日分以上（１週間分を推奨）の備蓄を目標とする。 



 

 
 

 （２）当会の取組 

  ・事業継続計画（以下、ＢＣＰ計画と記載）に関する各種施策の周知 

  ・損保会社と連携した損害保険への加入促進 

  ・被災事業者の被災状況確認及び関係機関への報告 

  ・被災事業者に対する各種補助金制度の周知や申請支援（千葉県災害復旧補助金や

小規模事業者持続化補助金等） 

  ・被災事業者への公的融資（日本政策金融公庫や県・市融資制度の斡旋） 

  ・当会危機管理マニュアルの作成 

 

Ⅱ 課題 

１ 自然災害等による緊急時の取組について漠然的な記載にとどまり、協力体制の

重要性についての具体的な体制やマニュアルが整備されていない。加えて、平時・

緊急時の対応（各種損害保険やＢＣＰ計画）を推進するノウハウを持った人員が

十分にいない。 

２ 当会職員が被災した場合に機動力を失うことになるため、千葉県商工会連合会

等との応援体制の構築等が必要となっている。 

３ ＢＣＰ計画を策定している小規模事業者はフランチャイズに加盟しているコン

ビニ等のごく一部に限られており、小規模事業者のほとんどが策定していない。 

４ 感染症対策において、地区内小規模事業者に対して予防接種の推奨や手洗いの

徹底、体調不良者を出社させないルール作りや、感染拡大時に備えてマスクや消

毒液等の衛生品の備蓄、リスクファイナンス対策として保険の必要性を周知する

などが必要である。 

 

Ⅲ 目標 

  １ 地区内小規模事業者に対し、当会及び当市のホームページや会報・広報等によ

り、自然災害や感染症等リスク、ＢＣＰ計画策定の必要性を周知、事前対策の必

要性を理解してもらい、ＢＣＰ計画策定率を向上させる。 

  ２ 発災時・非常時における連絡・情報共有体制を円滑に行うため、当会と当市と

の間における被害情報報告ルートを構築し、商工会は被災事業所への効率的な

支援をすべく、支援内容を明確にする。 

  ３ 発災後速やかな復興支援策が行えるよう、また地区内において感染症発生時に

は速やかに拡大防止措置が行えるよう、組織内における体制、関係機関との連携

体制を平時から構築する。 

  ４ 各種研修会へ当会経営指導員を派遣し、各種損害保険やＢＣＰ計画作成等を推

進するためのノウハウや知識の習得を通じて資質の向上を図る。 

※その他 

  ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県へ報告する。 

 

 

 

 

 



 

 
 

事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

Ⅰ 事業継続力強化支援事業の実施期間（令和４年４月１日～令和９年３月３１日） 

 

Ⅱ 事業継続力強化支援事業の内容 

   ・当会と当市の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

 

１ 事前の対策 

（１）小規模事業者に対する災害リスクの周知及び事業継続計画の策定支援 

  ・巡回経営指導時に、富里市防災マップ等を用いて事業所立地場所の自然災害等

のリスク及びその影響を軽減するための取組や対策について説明する。 

・商工会報や市広報、当会ホームページ等において、国の施策の紹介や、各種損害

保険等の概要、事業者ＢＣＰ計画を策定した小規模事業者の事例紹介等を行う。 

・ＢＣＰ計画策定の専門家を招き、小規模事業者を対象にＢＣＰ計画策定に関す

る個別相談会等を開催する。 

・新型コロナウイルス感染症は、いつでも、どこでも発生する可能性があり、感染

の状況も日々変化するため、事業者には常に最新の正しい情報を入手し、デマ

に惑わされることなく、冷静に対応することを周知する。 

・新型コロナウイルス感染症に関しては業種別ガイドラインに基づき、感染拡大

防止策等について事業者への周知を行うとともに、オフィス内換気設備の設置、

ＩＴやテレワーク環境を整備するための情報や支援策等を提供する。 

 

 （２）商工会自身の事業継続計画の作成 

   ・令和２年度に危機管理マニュアルを策定 

       

 （３）関係団体等との連携 

・損害保険会社と連携し、小規模事業者を対象に損害保険加入説明会や損害保険

見直しのための個別相談会等を年１回程度開催する。 

・被災した小規模事業者の早期復興・復旧に向けて富里市建築工業組合等と連携

して支援を行う。 

・新型コロナウイルス感染症に関しては、収束時期が予測しづらいこともあり、

リスクファイナンス対策として各種保険紹介等を実施する。 

・関係機関への普及啓発ポスター掲示依頼、セミナー等の共催 

 

（４）フォローアップ 

・中小企業等経営力強化法に基づく「事業継続力強化認定企業」に対し、その取り

組み状況を年に１回程度確認し、計画遂行の支援をする。 

・ＢＣＰ計画策定個別相談会等に出席した小規模事業者に対して専門家を派遣 

し、ＢＣＰ計画策定に向けての具体的な支援を実施する。 

・当会及び市担当者で状況確認や改善点等について協議する。 

 

 （５）当該計画に係る訓練の実施 



 

 
 

・年に一度、様々な自然災害が発生したと仮定し、当会と当市とで連絡ルートの 

 確認等を行い、当該計画に係る訓練は必要に応じての実施とする。 

 

（６）防災備品の購入 

・当会財源の範囲内で、自然災害等による停電等に備えて発電機及び携帯充電用

備品や各種作業用品を、感染症対策としてマスク及び消毒液等を購入する。 

 

主な防災備品購入一覧（計画期間内に順次購入） 

備品名 数量 備品名 数量 

パソコン ２台 マスク 1,000枚 

WEB 会議用機材 

（カメラ・マイク等） 
２台 飲料水２L 500本 

ヘルメット １０個 非常食（1人用 3日分） 150食 

WEB 会議用ソフト １個 救急セット ５セット 

発電機 ２台 消毒液 ５本 

携帯電話充電器 ５台 ブルーシート ５０枚 

体温計（非接触系） ２個 乾電池 適宜 

うがい薬 １０本 生理用品 １０袋 

土嚢袋 ２０枚 脚立 ２脚 

 

２ 発災後の対策 

・自然災害等による発災時には、人命救助が第一であることは言うまでもない。そ

のうえで、下記の手順で地区内の被害状況を把握し、関係機関へ連絡する。 

 

（１）応急対策の実施可否の確認 

   ・当会事務局責任者は、災害発生後２時間以内に職員緊急連絡網やＳＮＳ等によ

り、職員の安否と業務従事の可否を確認する。 

   ・業務従事が可能な当会職員が家屋被害や道路状況等について把握した内容を当

市へ連絡し情報共有を図る。 

   ・新型ウイルス感染症の発生時には、職員の体調確認を行い、事業所の消毒、職

員の手洗い・うがい等の徹底を行う。 

   ・感染症流行や、新型インフルエンザ等対策特別措置法第３２条に基づき、政府

による「緊急事態宣言」が出た場合は、当市における感染症対策本部設置に基

づき当会による感染症対策を行う。 

 

（２）応急対策の方針決定 

・当会職員の自然災害等発生時における出勤は次のとおりとする。 

①職員自身の目線で命の危険を感じる降雨状況の場合は、出勤せず職員自身が

まず安全を確保し、警報等が発令されている場合は警報等が解除されてから

出勤する。 



 

 
 

②道路の陥没やがけ崩れ等により交通の遮断等がある場合は、出勤せず安全が

確認された後に出勤する。 

③家族が被災した場合は、出勤せず家族の身の安全が確保された後に出勤する。 

 

・当会職員が被災等により応急対応に従事できない場合の役割分担は、次のとお

りとする。 

地区名 役職名 人数 応急対策の内容 

北部地区 理事 ５人 大まかな被害状況の把握等 

中部地区 理事 ６人    〃 

南部地区 理事 ４人    〃 

 

   ・当会による大まかな被害状況の把握は２日以内に実施し、その状況を当会と当

市で共有する。 

（被害規模の目安は以下を想定） 

   

被害規模 被害状況 

大規模な被害が

ある 

・地区内１０％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガ

ラスが割れる」等、比較的軽微な被害が発生してい

る。 

・地区内１％程度の事業所で、「床上浸水」「建物の全

壊・半壊」等、大きな被害が発生している。 

・被害が見込まれる地域において連絡が取れない、もし

くは、交通網が遮断されており、確認ができない。 

被害がある 

・地区内１％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」「窓ガラスが

割れる」等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内0.1％程度の事業所で、「床上浸水」「建物の全

壊・半壊」等、大きな被害が発生している。 

ほぼ被害はない ・目立った被害の情報がない。 

    ※なお、連絡が取れない地域は、大規模な被害が生じているものと考える。 

 

・本計画により、当会と当市は以下の間隔で被害情報等を共有する。 

経過区分 被害状況の共有・確認頻度 

発災直後 速やかに情報共有を行う 

発生後～１週間 １日に１回以上共有する 

２週間以降 適宜情報共有を行う 

 

 

 

 

 



 

 
 

３ 発災時における指示命令系統・連絡体制 

 （１）自然災害発生時 

   ・自然災害発生時に、地区内の小規模事業者の被害情報の迅速な報告及び指揮命

令を円滑に行うことができる連絡ルートは次のとおりとする。 

 
  ※塗りつぶしの矢印が、主たる情報収集・連絡ルート（状況によっては波線の矢印） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）感染症流行時 

・感染症流行の場合、国や県等からの情報や方針に基づき、当会と当市が共有し

た情報を県の指定する方法にて当会又は当市より県へ報告する。 
 
４ 応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援 

・当会は、国から依頼を受けた場合は、安全性が確認された場所において経営や

資金繰り等の特別相談窓口を設置する。 

・地区内小規模事業者の被害状況の詳細を確認する。 

・応急時に有効な被災事業者施策（国、県、市の施策）について、地区内小規模事

業者へ周知する。 

・地区内小規模事業者等向けに被災事業者施策（国、県、市の施策）ついての説明

会及び個別相談会を開催する。 

 

５ 地区内小規模事業者に対する復興支援 

・千葉県の方針に従って、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者に対し

支援を実施する。 

・被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域か

らの応援派遣等を千葉県商工会連合会等に相談する。 

・被災小規模事業者が補助金や復興助成金等を申請する場合の書類作成等の支援

を実施する。 

・日本政策金融公庫・千葉県制度融資（セーフティネット資金・一般枠）等の融資

を斡旋する。 

・事業再建計画の策定を支援する。 

 

 

千葉県 経済産業局等 

富里市 

千葉県商工会連合会 

富里市商工会 



 

 
 

６ 感染症対策 

 （１）事前の対策 

・Ｗｅｂ会議や交代勤務（在宅勤務）の導入に向けて必要なパソコン等の機器や

通信環境等を整備する。 

・消毒液やマスク等を事前に購入して備蓄する。 

 

（２）流行時の対策 

   ・当会職員をグループごとに編成し、交代勤務（在宅勤務）を導入する。 

   ・通常総代会、理事会及び正副会長会議等の商工会の管理・運営に必要な会議は、

書面議決とする。 

   ・消毒液やマスク等が不足している小規模事業者へこれらを配布する。 

   ・当会職員のいずれかが感染した場合は、保健所や県等の指示に従うものとし、

場合によっては事務所を閉鎖する。 

 

７ その他 

   ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和３年４月現在） 

（１）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規

定する経営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

   経営指導員 山中 栄浩（連絡先は後述（３）①参照） 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

   ・本計画の具体的な取組の企画や実行 

   ・本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 
 

（３）商工会／関係市町村連絡先 

① 富里市商工会 

   〒２８６-０２２１ 千葉県富里市七栄６５３番地１ 

   TEL： ０４７６-９３-０１３６  /  FAX：０４７６-９２-１９７１ 

   E-mail：shokokai@tomisato.or.jp 

 

② 富里市経済環境部商工観光課商工振興班 

   〒２８６-０２９２ 千葉県富里市七栄６５２番地１ 

   TEL： ０４７６-９３-４９４２  /  FAX：０４７６-９３-２１０１ 

   E-mail：shoukou@city.tomisato.lg.jp 

 

※ その他 

  ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県へ報告する。 

富里市商工会 

会長 

富里市 

経済環境部長 

富里市 

防災課 

富里市商工会 
事務局長 １名 
法定経営指導員１名 
経営指導員 ２名 
補助員 ２名 
記帳指導員 ３名 

富里市 

商工観光課 

報
告 

報
告 

指
示 

指
示 

 連携 

連携  連絡調整 

確認 



 

 
 

（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                 （単位 千円） 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

必要な資金の額 ２５０ ２５０ ２５０ ２５０ ２５０ 

 

ＢＣＰ策定個別相談会開催費 

通信費他 

 
防災備品購入費 

 

１００ 

 

１５０ 

 

 

１００ 

 

１５０ 

 

 

１００ 

 

１５０ 

 

 

１００ 

 

１５０ 

 

 

１００ 

 

１５０ 

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

 

会費収入、市補助金、県補助金、事業収入 等 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 


